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保育園からのお知らせ

子育て支援センター『にこにこらんど』
　  　　                                      （高雄保育園内）
◆０，１歳フロアー
　日時★ 3 月　6 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 親子ふれ合い遊び・誕生会
◆２，３歳フロアー
　日時★ 3 月 13 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 お別れ会・誕生会
※持ち物…着替え、水筒、帽子等
◆にこにこサロン
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時
　親子で、誰でも自由に遊びに来てください。
◆電話、面接相談　☎（92）4152
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時

園庭開放『ちびっこ広場』
 高雄西保育園、 高雄南保育園、山名保育園、柏森保育園、柏森南保育園で行います。予約の必要はありません。
　　日時　★ 3 月 6 日 ( 金 )・13 日 ( 金 )　午前 10 時～ 11 時 30 分
　◎ 遊びの内容につきましては、保育園、子育て支援センターの「ちびっこ広場」の案内をご覧ください。
　◎ 着替え、水筒、帽子等をお持ちください。
　◎ いずれの保育園も駐車場がありませんので、自転車または徒歩でお越しください。

子育て支援センター『すくすくらんど』
　  　　                                      （斎藤保育園内）
◆０，１歳フロアー
　日時★ 3 月　6 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　ネットワーカーひよっこさん・誕生会
◆２，３歳フロアー
　日時★ 3 月 13 日（金）  午前 10 時～ 11 時 30 分
　　　　　 お別れ会・誕生会
※持ち物…着替え、水筒、帽子等
◆すくすくサロン
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時
　親子で、誰でも自由に遊びに来てください。
◆電話、面接相談　☎（93）1867
　月曜日～金曜日（祝日除く）午前 9 時～午後 4 時

　
扶
桑
町
で
は
、
土
壌
環
境
を
守
る

た
め
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
を
平
成
22
年
に
制
定
し
運
用
し
て

い
ま
す
。

　
広
さ
５
０
０
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
、
平
均
高
さ
２
メ
ー
ト
ル
以
上
の

盛
土
や
埋
立
て
工
事
を
行
う
時
は
、

平
成
22
年
７
月
か
ら
許
可
が
必
要
と

な
り
ま
し
た
。

　
右
記
の
よ
う
な
一
定
規
模
以
上
の

宅
地
開
発
の
盛
土
や
砂
利
採
取
跡
地

等
の
埋
立
て
を
行
う
時
は
、
段
階
的

に
検
査
が
必
要
で
す
。

　
工
事
施
工
者
は
、
使
用
す
る
土
砂

等
が
環
境
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か

を
事
前
に
検
査
し
、
合
格
し
た
も
の

を
使
っ
て
盛
土
や
埋
立
て
等
の
工
事

を
行
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
埋
立
て
現
場
等
で
の
定
期

的
な
土
砂
等
検
査
（
毎
月
１
回
）
や
、

完
了
時
に
も
土
砂
等
検
査
を
し
て
い

た
だ
く
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
も
し
、
環
境
基
準
に
適
合
し
て
い

な
い
土
砂
等
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
判
明
し
、
工
事
施
工
者
が
撤
去
等

の
対
策
を
実
施
し
な
か
っ
た
時
に

は
、
土
地
所
有
者
等
の
方
々
に
撤
去

等
の
対
策
を
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が

あ
り
ま
す
の
で
、ご
注
意
く
だ
さ
い
。

扶
桑
町

埋
立
て
等
の
規
制
に

関
す
る
条
例
に
つ
い
て

産
業
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６

▼
個
人
住
民
税
（
町
・
県
民
税
）
の
特
別
徴
収
　
事
業
主
（
給
与

支
払
者
）
が
所
得
税
の
源
泉
徴
収
と
同
様
に
、
個
人
住
民
税
の
納
税

義
務
者
で
あ
る
従
業
員
に
代
わ
っ
て
、
毎
月
従
業
員
に
支
払
う
給
与

か
ら
個
人
住
民
税
を
徴
収
し
、
納
入
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

※
地
方
税
法
第
３
２
１
条
の
４
及
び
扶
桑
町
税
条
例
第
42
条
の
規

　
定
に
よ
り
、
給
与
を
支
払
う
事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
は
、
原

　
則
と
し
て
、
す
べ
て
特
別
徴
収
義
務
者
と
し
て
個
人
住
民
税
を

　
特
別
徴
収
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

▼
特
別
徴
収
の
事
務
　
毎
年
５
月
に
特
別
徴
収
義
務
者
あ
て
に
、

特
別
徴
収
税
額
の
通
知
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
そ
の
税
額
を
毎

月
の
給
与
か
ら
徴
収
し
、
翌
月
の
10
日
ま
で
に
各
従
業
員
の
住
所

地
の
市
町
村
へ
納
入
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
納
期
の
特
例
　
従
業
員
が
常
時
10
人
未
満
の
事
業
所
は
、
申
請

に
よ
り
年
12
回
の
納
期
を
年
２
回
と
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

事
業
主
（
給
与
支
払
者
）
の
方
へ

　
個
人
住
民
税
の
特
別
徴
収
推
進
の
ご
案
内
に

　
つ
い
て

　
現
在
、
医
療
に
お
い
て
輸
血
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
治
療

法
の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
し
て
血
液
は
献
血
で
確
保
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　
献
血
は
16
歳
か
ら
69
歳
の
健
康
な
方
な
ら
ど
な
た
で
も
で
き
ま

す
。（
65
歳
か
ら
69
歳
の
方
は
、
60
歳
か
ら
64
歳
の
間
に
献
血
経
験

の
あ
る
方
に
限
り
ま
す
）

　
ご
協
力
い
た
だ
い
た
方
に
は
、
血
液
検
査
成
績
を
お
知
ら
せ
し

て
い
ま
す
。
皆
さ
ん
の
あ
た
た
か
い
気
持
ち
で
救
え
る
命
が
あ
り

ま
す
。
お
一
人
で
も
多
く
の
方
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
　

3
月
14
日
（
土
）

　
　
　
　
受
付
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分
、
午
後
１
時
～
４
時

▼
場
所
　
イ
オ
ン
モ
ー
ル
扶
桑

▼
主
催
　
扶
桑
町
献
血
推
進
協
議
会

福
祉
児
童
課　

内
線
２
２
２

〝 
命
を
救
う
身
近
な
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

〟

　
　
　
　
　
　
　
　
献
血
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

税
務
課　

内
線
２
６
７


